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(57)【要約】
　本発明は、補助車椅子要素用の安全装置であって、前
記補助要素が、車椅子を三輪車又は同様の形態の椅子に
転換するために使用されるタイプである安全装置に関す
る。装置は、補助要素に接続されるフレームを備え、前
記フレームは、棒と、異なる傾斜を有する２つのセグメ
ントとによって形成される。棒は、このような補助要素
を有する車椅子を使用する身体障害者の下肢及び足の足
裏の保護用手段及びカバー用手段によって接続され、な
らびに地面のあり得る凹凸及び／又は障害物に対して車
椅子をカバーしかつ保護し、また不使用時に補助車椅子
要素が地面に直立位置に着座することをさらに保証する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補助車椅子要素用の安全装置であって、前記補助要素が、車椅子を三輪車又は同様の形
態の椅子に転換するために使用されるタイプである安全装置において、前記安全装置が、
前記補助要素に接続されるフレーム（１）を備え、前記フレーム（１）が、棒（１１）と
、異なる傾斜を有する２つのセグメント（１２、１３）とによって形成され、前記棒（１
１）が保護用手段及びカバー用手段によって接続されることを特徴とする安全装置。
【請求項２】
　前記保護用手段が、前記部分（１２）の前記棒（１１）によって境界付けられた内部空
間に固定されたスクリーンとして働く少なくとも１つの板（２）を備えることを特徴とす
る、請求項１に記載の補助車椅子要素用の安全装置。
【請求項３】
　前記カバー用手段が、前記部分（１３）の前記棒（１１）によって境界付けられた前記
内部空間の基部（４）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の補助車椅子要素用の
安全装置。
【請求項４】
　支持手段を備えることを特徴とする、請求項１に記載の補助車椅子要素用の安全装置。
【請求項５】
　前記支持手段が、前記フレーム（１）の前記棒（１１）の端部に接続された車輪（５）
によって形成されることを特徴とする、請求項４に記載の補助車椅子要素用の安全装置。
【請求項６】
　照明手段を備えることを特徴とする、請求項１に記載の補助車椅子要素用の安全装置。
【請求項７】
　前記照明手段が、前記フレーム（１）に位置するＬＥＤ（６）によって形成されること
を特徴とする、請求項６に記載の補助車椅子要素用の安全装置。
【請求項８】
　前記フレーム（１）が、明らかに長方形の幾何学的形状を有することを特徴とする、請
求項１に記載の補助車椅子要素用の安全装置。
【請求項９】
　前記保護用手段及び前記カバー用手段が一体化されることを特徴とする、請求項１に記
載の補助車椅子要素用の安全装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の出願は、従来使用されてきた技術に対して著しい改良及び利点を含む補助車椅
子要素用の安全装置を提供することを意図する。
【０００２】
　より詳しくは、本発明は、補助車椅子要素用の安全装置の特定の構成を前提として、こ
のような補助要素が取り付けられた車椅子を使用して身体障害者の下肢及び足の足裏に追
加の保護及びカバーを提供すること、ならびにあり得る凹凸及び／又は地面の障害物に対
して車椅子それ自体を保護しかつカバーすること、さらに、不使用時に補助車椅子要素が
地面に直立して着座することを保証することを提供する補助車椅子要素用の安全装置の開
発を提案する。
【背景技術】
【０００３】
　現状の技術では、従来の車椅子を、三輪車が含む有利な利点を有する三輪車の形態の椅
子に変換することを可能にする点で、考案されかつ車椅子に使用されることが思考される
様々な補助要素が公知である。
【０００４】
　このような補助要素によって提供される疑いのない利益及び利点にもかかわらず、補助
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要素の使用は、このような人々が下肢の上方で行使し得る低レベルの制御のため、補助要
素が取り付けられた車椅子を使用する身体障害者の下肢に対して潜在的な危険性を含む。
【０００５】
　この結果、例えば、車椅子に取り付けられた補助要素の第３の中心車輪の存在は、ユー
ザが車輪のスポークの間にユーザの足を不注意に挿入すること、あるいは車輪の操作の影
響として前輪によって上に蹴り上げられることがある外部の物体、例えば水、砂、礫、石
又は他のものとの接触を招くことがある。
【０００６】
　ユーザの足の保護に関して改良できるであろう他の観点は、特にでこぼこ及び不規則で
あり及び／又は障害物を含む地面の場合のユーザの足の足裏である。
【０００７】
　同様に、このような補助要素が取り付けられた車椅子を使用している間に、時に、車椅
子それ自体のいくつかの部品、例えば踏み板を地面のあらゆる凹凸及び／又は障害物から
、例えば縁石、又は石、棒、植物等に乗り上げ又は下りることから保護することが必要で
ある。
【０００８】
　さらに、このような補助要素が使用されていないとき、不使用時に床の上にあり得る不
注意な状態及び不良の配置を回避するように、適切な直立位置決めの手段を提供すること
が必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、一連の問題の解決及び克服を補助し、車椅子に取り付けられた補助要素に対
して、また地形に沿って移動する間に車椅子それ自体をカバーする際に、車椅子のユーザ
の下肢、ならびに足の足裏の適切な保護を提供し、同様に、前記補助要素の不使用時に床
の上の直立位置の適切な配置を可能にする。
【００１０】
　本発明は、補助車椅子要素用の安全装置を提供するために開発され、前記補助要素は、
車椅子を三輪車又は同様の形態の椅子に転換するために使用されるタイプであり、本発明
は、本質的に、本発明が補助要素に接続されたフレームを備えることを特徴とし、前記フ
レームは、棒と、異なる傾斜を有する２つのセグメントとによって形成される。棒は、保
護用手段及びカバー用手段によって接続される。
【００１１】
　好ましくは、補助車椅子要素用の安全装置では、保護用手段は、部分の１つの棒によっ
て境界付けられた内部空間に固定されたスクリーンとして働く少なくとも１つの板を備え
る。
【００１２】
　さらに、補助車椅子要素用の安全装置では、カバー用手段は、他の部分の棒によって境
界付けられた内部空間に基部を含む。
【００１３】
　代わりに、補助車椅子要素用の安全装置は、支持手段を備える。
【００１４】
　また、補助車椅子要素用の安全装置では、支持手段は、フレーム棒の端部に接続された
車輪によって形成される。
【００１５】
　同一の方法で、補助車椅子要素用の安全装置は、照明手段を備える。
【００１６】
　好ましくは、補助車椅子要素用の安全装置では、照明手段は、フレームに位置するＬＥ
Ｄの形態をとる。
【００１７】
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　さらに、補助車椅子要素用の安全装置では、フレームは、明らかに長方形の幾何学的形
状を有する。
【００１８】
　代わりに、補助車椅子要素用の安全装置では、保護用手段及びカバー用手段は一体化さ
れる。
【００１９】
　本発明の結果、車椅子を使用する身体障害者の下肢用の適切かつ有効な保護は、このよ
うな人々が下肢の上方で行使することができる低レベルの制御のため、この車椅子に取り
付けられた補助要素の存在によって、ならびに足の足裏によって引き起こされ得る被害に
対して達成され、ならびに泥よけと同様の方法でその清潔さも高めつつ、地面にわたって
移動する間に車椅子をあらゆる凹凸及び／又は障害物に対してカバーする。
【００２０】
　他の改良は、椅子と追加の中心車輪との間の最小距離を短くすることであり、このこと
は、特にランプ、滑りやすい表面等の場合に、前記追加の中心車輪の牽引の向上に寄与す
る。
【００２１】
　さらに、前記補助要素の不使用時に、地面における適切な直立位置決めを行うことがで
きる。
【００２２】
　補助車椅子要素用の安全装置の他の特徴及び利点は、非限定的な実施例によって添付図
面に示される好ましく非排他的な実施形態の説明を考慮して明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の補助車椅子要素用の安全装置の好ましい実施形態の異なる視点からの概
略図である。
【図２】本発明の補助車椅子要素用の安全装置の好ましい実施形態の異なる視点からの概
略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図に示したように、車椅子を三輪車又は同様の形態の椅子に転換するために使用される
タイプである補助車椅子要素用の安全装置は、補助要素に接続されたフレーム１を備え、
前記フレーム１は、棒１１と、異なる傾斜を有する２つのセグメント１２、１３とによっ
て形成される。棒１１は、保護用手段及びカバー用手段によって接続される。
【００２５】
　図１及び図２に概略的に示したこの好ましい実施形態では、フレーム１は、明らかに長
方形の配置を有し、補助要素それ自体の車輪３に近接しているこの要素の領域の補助車椅
子要素に接続される。
【００２６】
　フレーム１は、特に図１に示したように、異なる傾斜を有する２つの部分１２、１３を
形成する棒１１によって形成される。
【００２７】
　この好ましい実施形態では、保護用手段は、部分１２の棒１１によって境界付けられた
内部空間にフレーム付けされた剛性板２によって形成される。
【００２８】
　この板２は、車椅子を使用する身体障害者の下肢に、車椅子に取り付けられた補助要素
によって引き起こされ得る被害に対する保護を提供し、この被害は、例えば車輪３のスポ
ークの間に足が捕捉されるように、例えば取り付けられた補助要素に存在する第３の中心
車輪３の存在によって引き起こされることがある。
【００２９】
　この好ましい実施形態では、カバー用手段は、部分１３の棒１１によって境界付けられ
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た内部空間にフレーム付けされた基部４によって形成される。
【００３０】
　保護用手段及びカバー用手段により、車椅子が例えば凹凸の領域にわたって移動すると
きに、縁石、又は石、棒、植物等に乗り上げ又は下りるときの衝撃から車椅子それ自体も
、例えば踏み板が保護される。
【００３１】
　この好ましい実施形態の本発明の補助車椅子要素用の安全装置は、フレーム１を形成す
る棒１１の端部に挿入された車輪５によって形成される地面支持手段を備える。
【００３２】
　地面のこのような車輪５の支持は、補助要素の車輪３と共に、前記補助要素の不使用時
に補助要素の地面の適切な直立位置決めを可能にする。
【００３３】
　この好ましい実施形態では、本発明の補助車椅子要素用の安全装置はまた、車輪５に隣
接した位置に、フレーム１に位置する６つのＬＥＤによって形成され、かつ補助要素が取
り付けられた車椅子の前進方向と反対方向に向けられる照明手段を備える。
【００３４】
　これにより、これらの６つのＬＥＤによって提供される光は、運動時の車椅子の安全性
の向上に寄与し、特に周囲の光が暗い状態のときに、その移動をより良く見えるようにす
る。この好ましい実施形態では、６つのＬＥＤは、道路の他のユーザが見ることができる
赤色光を放出するが、他の実施形態では他の色を使用してもよい。
【００３５】
　他の好ましい実施形態では、保護用手段及びカバー用手段は、１つの連続部片に一体化
することができる。
【００３６】
　提案した発明は、身体障害者がこれらの脚部の上方で行使することができる限定された
制御の結果、車椅子を使用する身体障害者の下肢に、車椅子に取り付けられた補助要素に
対する必要な保護を提供し、泥よけと同様の方法でその清潔さも高め、したがって、前輪
が動作するときに前輪によって上に蹴り上げられることがある水、砂、礫、石又は他のよ
うな物体との接触を回避する。
【００３７】
　特に、凸凹であり及び／又はユーザを危険にさらすことがある障害物を含む地面にわた
って移動するときに、足の足裏用の適切な保護も達成される。
【００３８】
　さらに、地面又は地面に存在する障害物の凹凸によってあり得る衝撃に対する保護は、
車椅子それ自体、例えば踏み板にも及ぶ。
【００３９】
　同様に好ましくは、車椅子と追加の中心車輪との間の距離を短くすることができ、した
がって、特にランプ、滑りやすい表面等の場合に、前記追加の中心車輪の牽引及び付着力
が改良される。
【００４０】
　さらに、前記補助要素の不使用時に前記補助要素の適切な直立位置決めに有用な支援が
提供され、したがって、不使用時に床の上にあり得る不注意な状態及び不良の位置決めが
回避される。
【００４１】
　提案した発明はまた、特に周囲の光が暗い状態のときに、車椅子が移動するときに車椅
子の視界の向上に関する確実な利益を提供することができる。
【００４２】
　詳細、形状、寸法及び他の付属要素、ならびに本発明の補助車椅子要素用の安全装置の
製造に使用された材料は、技術的にそれらの等価物であり、かつ本発明の重要な性質又は
以下に含まれる特許請求の範囲によって規定された範囲を逸脱しない他のもので適切に置
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